
 

 

私道整備工事助成制度のあらまし 

豊 中 市 



≪ 私道整備工事助成制度とは ≫ 

 この制度は、一般通行の用に供している私道の整備工事を、私道の所有者等が実施する

にあたり、市が工事費の一部を助成することにより、私道の整備を促進し、地域の生活環境

の向上、交通の安全を図っていくものです。 

 

 

 助成の対象となる私道は、一般通行の用に供され、次の要件を満たすものです。 

 

 

 

 

 

 

 

助成対象となる工事は、路面の舗装工事及び付帯する排水施設設置工事で、次の基準によ

るものとします。 

≪舗装工事≫ 

・舗装工事は、下図の構造を標準とします。 

 

≪アスファルト舗装≫ 

 

 

 

 

 

≪付帯する排水施設設置工事≫ 

・助成対象となる付帯する排水施設は、舗装路面の保全上必要な限度とする。 

新設 ＞ Ｕ字溝等内径１８ｃｍ以下のものの設置 

       既設 ＞ 補修もしくは補完的な施工 

※工事内容が助成対象構造等の工事基準を超えるものや付帯工事のみの工事は、

助成対象となりません。 

 

 ・助成金は、舗装工事及びこれに付帯する排水施設設置工事に要する経費の４分の３に相

当する額（千円未満切捨て）を、予算の範囲内において交付します。 

※助成対象工事に要する経費額は、申込者において工事見積書を提出していただき、 

市において審査させていただきます。 

  ※工事費用の一部は地元負担となります。負担方法等は助成を受ける皆さまで決めて

下さい。 

表 層 

路 盤 

再生密粒度アスファルトコンクリート  

再生粒度調整砕石 
 

構 造 ４㎝ 

５～10㎝ 

① 私道の所有者、使用者等が総意をもって工事を行うことに承諾しているもの。 

② 公道又は既設舗装道路に接続し、かつ、人家が連担しているもの。 

③ 私道築造後５年以上経過しており、かつ、原則として道路機能が存続されるもの。 

④ 私道幅員は、原則として 1.8ｍ以上で道路線形が明確なもの。 

⑤ 一般交通及び整備に支障となる占有物件がないもの。 

 

助成の対象となる私道 
 

助成の対象となる工事 
 

助 成 金 の 額 
 



 

・助成金の交付を受けることができるのは、対象となる私道の整備工事を行う、次の私道

関係者です。 

 

 

 

 

 

 

・私道の舗装をお考えの方は、都市基盤部基盤管理課にご相談ください。 

・私道整備工事助成制度について説明させていただきます。 

・私道が助成の対象に該当するかについて、現地調査・資料収集のうえ審査し、相談者に

回答させていただきます。 

 

 

・事前相談で助成の対象に該当することになりましたら、「私道整備工事事前調査依頼書」

を提出してください。 

・整備工事後に掘り返しなどがないよう、事前に地下埋設物管理者等と調整し、支障とな

る計画の有無を調査します。 

・この調査結果を踏まえ、助成の適否を「私道整備工事助成事前調査結果通知書」にて、

申込者に、正式に回答させていただきます。 

 

 

・私道整備工事助成を受けるにあたっては、助成金交付対象者の中から、皆さまが代表者

を選出し、申込代表者としてください。 

・申込代表者は、助成金交付申込から助成金受領までの手続きや地元の意見をとりまと

め、施工業者との契約などについて、責任者としてお世話をしていただきます。 

  ＊施工業者は、市内の入札参加資格登録業者で、舗装工事または土木工事に登録されている

業者から選んでいただきます。 

 

 

・事前調査の結果、助成基準に適合と認められた場合は、次の申込書類を提出してくださ

い。 

    １．私道整備工事助成金交付申込書 

    ２．添付書類 

 

 

 

助成金交付手続について 

事 前 相 談 

事 前 調 査 

申込代表者の選出 

助成金交付申込書の提出
出 

助成金交付対象者 
 

① 対象私道の所有者 

② 対象私道の使用権者または管理者 

③ 対象私道に接する家屋の所有者及び居住者 

 

① 位置図   ② 現況平面図 ③ 現況写真  ④ 工事見積書 

⑤ 権利者承諾書並びに代表者選任届  ⑥ 誓約書 

⑦ 事前調査結果通知書（写し） 



 

・提出された書類等にもとづき、工事内容や工事費等について審査を行い、助成金の交付

が決定しましたら、申込代表者に「私道整備工事助成金交付承認通知書」にて通知しま

す。 

  ※予算額や申込状況によっては、予算措置が翌年度以降になる場合もありますのでご

了承願います。 

 

 

 ・申込代表者は、「私道整備工事助成金交付承認通知書」を受領後、速やかに施工業者と

工事の契約をしてください。 

  ※工事契約は、年度内に工事の完了検査、助成金交付決定、交付金請求書受理までがで

きるスケジュールとしてください。 

 

 

１ 届 出 

・工事着手前に「着工届」を、工事が完了したときは「完了届」を提出してください。 

 

 

 

 

 ２ 検 査 

   ・工事が完了し、所定の完了届を受理したときは、市職員が施工業者と立会いのうえ、

完了検査を行います。なお、検査は年度内に市が助成金交付請求書を受理できるよ

うに終える必要があります。 

 

 

・完了検査に合格した後、申込代表者に、「私道整備工事助成金交付決定通知書」にて助

成金交付決定額を通知します。 

 

 

 ・申込代表者は助成金交付決定通知書を受領後、「私道整備工事助成金交付請求書」を提

出してください。申込代表者に対し助成金をお支払いします。 

  ※助成金は申込代表者本人の口座への振り込みとなります。 

  ※申込代表者は、施工業者への代金支払い後、施工業者からの領収書の写し(完了届に

おける出来高工事費の額が記載されたもの)を提出してください。 

■ 助成後の私道の維持管理 

 

 

 

 

助成金交付の承認 

工 事 契 約 

工事の実施に伴う届出及び検査 

助成金交付決定 

助成金の交付 

● 着 工 届 ※ 添付書類 施工業者との「工事請負契約書（写し）」 

● 完 了 届 ※ 添付書類 ① 竣工図面及び面積計算書 ② 工事写真  

③ 工事日誌 ④ 納品伝票 

 

・助成によって整備された私道の維持管理は、地元の皆さまで行ってください。 

・助成によって整備された私道は、誰もが通行できる状態を保ってください。 

・私道整備工事助成に関する紛争等が起きた場合は、地元の皆さまで対応してくだ 

さい。 

 



 

 

  

● 手続きの流れ ≫≫≫≫ 

工事着手 

助成金交付承認通知書 

工事完了 

申 出 

回 答 

事 前 相 談 

審査結果：対象 

事前調査依頼書 

事前調査結果通知書 
受 領 ：適合 

助成金交付申込書 

助成金交付承認通知書 
受 領 

着 工 届 

完 了 届 
 

助成金交付決定通知書 
受 領 

助成金交付請求書 
 

助 成 金 受 領 
 

相 談 受 付 

現地調査・資料収集 

助成の可否を審査 

 

地下埋設物管理者調整 
整備計画等調査 

事前調査結果通知書 
 

申込内容等の審査 
 

届 出 の 受 理 

完 了 届 の 審 査 
完了検査の実施 

助成金交付決定通知書 

請 求 受 理 

助成金交付手続 

適 否 を 審 査 

提 出
 

通 知 

提 出
 

通 知 

提 出
 

提 出
 

提 出
 

通 知 

支 払 

助成申出者 豊 中 市 
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業者からの領収書(写し) 
 

領収書(写し)の受理 
手 続 完 了 

 

提 出
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〒561-8501 豊中市中桜塚３丁目１番１号 

お問い合わせ 

豊 中 市  都 市 基 盤 部  基 盤 管 理 課  管 理 係 

豊中市役所 第ニ庁舎４階 

ＴＥＬ：０６－６８５８－２３６９ ＦＡＸ：０６－６８５４－０４９２ 


